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１．予算規模

令和３年度 令和２年度
当初予算額 当初予算額

増減額 増減率

3,069,865 3,157,160 △ 87,295 △ 2.8

613,926 764,770 △ 150,844 △ 19.7

762,396 717,878 44,518 6.2

110,177 110,426 △ 249 △ 0.2

4,556,364 4,750,234 △ 193,870 △ 4.1

（単位：千円、％）

年度 予　算　額 増　減　額 増減率

14 2,962,679 △ 41,630 △ 1.4
15 3,019,778 57,099 1.9
16 3,193,648 173,870 5.8
17 2,808,838 △ 384,810 △ 12.0
18 2,841,868 33,030 1.2
19 2,796,793 △ 45,075 △ 1.6
20 2,778,541 △ 18,252 △ 0.7
21 2,908,126 129,585 4.7
22 3,038,317 130,191 4.5
23 3,057,105 18,788 0.6
24 2,896,787 △ 160,318 △ 5.2
25 3,011,598 114,811 4.0
26 3,261,693 250,095 8.3
27 3,256,558 △ 5,135 △ 0.2
28 3,166,914 △ 89,644 △ 2.8
29 3,209,109 42,195 1.3
30 3,231,723 22,614 0.7
元 3,104,607 △ 127,116 △ 3.9
2 3,157,160 52,553 1.7
3 3,069,865 △ 87,295 △ 2.8

（単位：千円、％）

比　　　較

一般会計

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

合　　　　計

《参考》  一般会計当初予算額の推移

区　　　分
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（１）歳　入

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率

1 町 税 761,257 24.8 819,407 26.0 △ 58,150 △ 7.1

2 地 方 譲 与 税 24,638 0.8 26,039 0.8 △ 1,401 △ 5.4

3 利 子 割 交 付 金 400 0.0 500 0.0 △ 100 △ 20.0

4 配 当 割 交 付 金 2,500 0.1 2,500 0.1 0 0.0

5 株式等譲渡所得割交付金 1,000 0.0 1,000 0.0 0 0.0

6 法 人 事 業 税 交 付 金 1,500 0.1 2,500 0.1 △ 1,000 △ 40.0

7 地 方 消 費 税 交 付 金 128,000 4.2 128,000 4.1 0 0.0

8 ゴルフ場利用税交付金 3,000 0.1 4,000 0.1 △ 1,000 △ 25.0

9 環 境 性 能 割 交 付 金 1,000 0.0 1,000 0.0 0 0.0

10 地 方 特 例 交 付 金 2,500 0.1 2,500 0.1 0 0.0

11 地 方 交 付 税 1,080,000 35.2 1,065,000 33.7 15,000 1.4

12 交通安全対策特別交付金 700 0.0 700 0.0 0 0.0

13 分 担 金 及 び 負 担 金 27,750 0.9 27,770 0.9 △ 20 △ 0.1

14 使 用 料 及 び 手 数 料 22,099 0.7 24,541 0.8 △ 2,442 △ 10.0

15 国 庫 支 出 金 268,762 8.8 266,298 8.4 2,464 0.9

16 県 支 出 金 186,036 6.1 185,387 5.9 649 0.4

17 財 産 収 入 1,322 0.0 841 0.0 481 57.2

18 寄 附 金 18,471 0.6 13,121 0.4 5,350 40.8

19 繰 越 金 50,000 1.6 50,000 1.6 0 0.0

20 諸 収 入 43,532 1.4 39,981 1.3 3,551 8.9

21 町 債 294,600 9.6 292,000 9.2 2,600 0.9

22 繰 入 金 150,798 4.9 204,075 6.5 △ 53,277 △ 26.1

3,069,865 100.0 3,157,160 100.0 △ 87,295 △ 2.8

２．一般会計

（単位：千円、％）

令和３年度 令和２年度 比　　較

合　　　　　計

区　　　　　　分
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町税

24.8%

地方譲与税、各種交付金

5.4%

地方交付税

35.2%

分担金及び負担金

0.9%

使用料及び手数料

0.7%

国庫支出金

8.8%

県支出金

6.1%

繰越金

1.6%

財産収入、寄附金、諸収入

2.0%

町債

9.6%
繰入金

4.9%
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（２）目的別　歳　出

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率

1 議 会 費 41,569 1.4 41,928 1.3 △ 359 △ 0.9

2 総 務 費 715,290 23.3 789,943 25.0 △ 74,653 △ 9.5

3 民 生 費 863,024 28.1 867,596 27.5 △ 4,572 △ 0.5

4 衛 生 費 507,007 16.5 494,924 15.7 12,083 2.4

5 労 働 費 164 0.0 165 0.0 △ 1 △ 0.6

6 農林水産業費 72,091 2.3 24,237 0.8 47,854 197.4

7 商 工 費 34,802 1.1 37,591 1.2 △ 2,789 △ 7.4

8 土 木 費 87,036 2.8 138,987 4.4 △ 51,951 △ 37.4

9 消 防 費 166,526 5.4 175,142 5.5 △ 8,616 △ 4.9

10 教 育 費 247,177 8.1 260,048 8.2 △ 12,871 △ 4.9

11 災 害 復 旧 費 4 0.0 4 0.0 0 0.0

12 公 債 費 330,175 10.8 321,595 10.2 8,580 2.7

13 予 備 費 5,000 0.2 5,000 0.2 0 0.0

3,069,865 100.0 3,157,160 100.0 △ 87,295 △ 2.8

（単位：千円、％）

令和３年度 令和２年度 比　　　較

合　　計

区　　　分

議会費

1.4%

総務費

23.3%

民生費

28.1%

衛生費

16.5%

労働費

0.0%

農林水産業費

2.3%

商工費

1.1%

土木費

2.8%

消防費

5.4%

教育費

8.1%

災害復旧費

0.0%

公債費

10.8% 予備費

0.2%
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（３）性質別　歳　出

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比 増減額 増減率

1 人 件 費 647,792 21.1 659,484 20.9 △ 11,692 △ 1.8

2 物 件 費 443,325 14.4 403,652 12.8 39,673 9.8

3 維 持 補 修 費 20,326 0.7 24,791 0.8 △ 4,465 △ 18.0

4 扶 助 費 479,943 15.6 478,853 15.1 1,090 0.2

5 補 助 費 等 747,194 24.3 755,130 23.9 △ 7,936 △ 1.1

6 普通建設事業費 53,092 1.7 195,535 6.2 △ 142,443 △ 72.8

7 災害復旧事業費 4 0.0 4 0.0 0 0.0

8 公 債 費 330,175 10.8 321,595 10.2 8,580 2.7

9 積 立 金 21,885 0.7 19,284 0.6 2,601 13.5

10 投資及び出資金 119,327 3.9 98,282 3.1 21,045 21.4

11 貸 付 金 1,840 0.1 2,240 0.1 △ 400 △ 17.9

12 繰 出 金 199,962 6.5 193,310 6.1 6,652 3.4

13 予 備 費 5,000 0.2 5,000 0.2 0 0.0

3,069,865 100.0 3,157,160 100.0 △ 87,295 △ 2.8

（単位：千円、％）

令和３年度 令和２年度 比　　　較

合　　　計

区　　　　分

人件費

21.1%

物件費

14.4%

維持補修費

0.7%扶助費

15.6%

補助費等

24.3%

普通建設事業費

1.7%

災害復旧事業費

0.0%

公債費

10.8%

積立金

0.7%
投資及び出資金

3.9%

貸付金

0.1%
繰出金

6.5% 予備費

0.2%
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３．主要事業一覧表

□総務課 （単位：千円）

事 業 名 事業費 事 業 内 容

障害者雇用事業 2,306
(1,822)

障害者の雇用の促進を図るため、パートタイムの会計年度

任用職員として障害者の雇用を行う。

（新）ＵＩＪターン者

採用事業
146
(0)

移住・定住施策の一環として、ＵＩＪターン者を対象とし

た採用試験を実施する。

区長会事業 6,034
(6,098)

正副区長等と協力して、円滑に自治事務を推進する。

非常備消防事業 13,370
(13,644)

消防防災の中核として重要な役割を果たしている消防団

の円滑な運営を図る。

防災対策整備事業 697
(677)

災害が発生し、又は発生する恐れがある場合における情報

収集並びに警戒等に備え、災害時における備蓄品を計画的に

確保し、防災訓練などを行う。

防災無線維持管理事業 3,339
(3,797)

町の防災行政無線と衛星通信ネットワーク設備の維持管

理を行う。

（新）国土強靱化地域

計画策定事業
5,687

(0)
国土強靭化基本法に基づき、災害に強く安心して暮らすこ

とのできる町づくりを推進するため、町の国土強靱化地域計

画を策定する。
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□企画財政課 （単位：千円）

事 業 名 事業費 事 業 内 容

広報紙発行事業 2,833
(2,833)

行政と町民の相互理解を深めるため、町の施策や方針、各

種事業を紹介し、町民の行政への理解と参加を図るため広報

ながとろを発行する。

庁舎管理事業 20,897
(20,668)

庁舎の設備機器等の保守及び適切な執務環境の保全を行

う。

（新）公共施設等総合

管理計画改訂事業
3,102

(0)
平成２９年３月に策定した公共施設等総合管理計画を改

訂する。

情報系システム事業 12,427
(12,708)

総合行政ネットワークやイントラネット等の内部情報系

システムの運営管理を行う。

基幹系システム事業 16,663
(16,934)

住民・税務情報等の基幹業務系システムの運営管理を行

う。

町村情報システム共同

化事業
3,873

(6,568)
町村情報システム共同化推進協議会による情報システム

の共同化事業に参画し、システムの共同調達などを行う。

ちちぶ定住自立圏事業 15,000
(15,000)

ちちぶ定住自立圏を推進するにあたり、中心市と周辺町と

連携しながら取り組む包括支援事業を実施する。

定住促進事業 12,200
(9,950)

人口減少を抑制し、定住の促進と地域の活性化を図るた

め、住宅取得奨励補助金の交付等を実施する。

ふるさと納税事業 8,464
(4,267)

ふるさと納税寄附金の収入確保を図り、返礼品を通じた地

域産業の活性化を図る。

（新）地域の移動手段

拡充支援事業
2,000

(0)
町民の移動手段の拡充を行う団体等の支援を行う。

地域おこし協力隊（企

画財政課分）事業
14,100
(9,060)

地域おこし協力隊員を受け入れ、地場産品の開発や町のＰ

Ｒなどの地域おこしの支援を委託する。

（新）総合振興計画等

策定事業
12,034

(0)
町政運営の最も基本となる総合振興計画の後期基本計画

及び総合戦略の策定を行う。

東京 2020 オリンピッ
ク聖火リレー事業

2,050
(1,790)

東京 2020オリンピックの開催に併せて実施される、聖火
リレーの町内走行区間を運営する。

借入資金償還事業 330,175
(321,595)

町債の元金及び利子の償還を行う。



８

□税務会計課 （単位：千円）

事 業 名 事業費 事 業 内 容

税務総務事業 752
(842)

税務事務の遂行に必要な管理的業務を実施し、税務行政の

円滑な運営を図る。

賦課徴収事業 12,218
(12,584)

町税の適正・公平な賦課徴収を推進するため、課税データ

等の電算処理を実施し、自主財源の確保を図る。

コンビニ収納システム

事業
2,263

(2,263)
２４時間収納可能なコンビニ収納やモバイル収納を実施

し、納税者の利便性の向上と納税機会の増大を図る。

固定資産鑑定評価事業 757
(757)

固定資産標準宅地（５９地点）の適正な時価を把握するた

め、時点修正を実施し、評価の適正と均衡を図る。

固定資産評価替事業 10,274
(15,521)

固定資産市街地宅地評価法（路線価方式）を令和６年度評

価替より導入するため、標準宅地の見直しや基礎資料等の作

成を実施する。
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□町民課 （単位：千円）

事 業 名 事業費 事 業 内 容

戸籍住民事業 15,391
(13,731)

戸籍法に基づく戸籍の記載処理、住基法に基づく住民の居

住の管理、印鑑登録管理等の事務に必要な経費、戸籍システ

ムや住基ネットワークシステムなどの維持管理に必要な経

費の支払いを行う。

（新）戸籍住民システ

ム改修事業
1,265

(0)
国外転出後もマイナンバーカードの利用を可能にし、本籍

地以外での戸籍謄抄本の請求ができるなどの戸籍・住民シス

テムの改修を行う。

国民健康保険事業 56,615
(59,198)

国民健康保険特別会計への繰出しを行う。

重度心身障害者医療費

支給事業
17,387

(17,308)
重度心身障害者に対し、医療費の一部を支給し、福祉の増

進を図る。

ひとり親家庭等医療費

支給事業
4,044

(3,958)
ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給し、生活の安

定と自立を支援する。

後期高齢者医療事業 109,037
(110,537)

後期高齢者医療制度の経費のうち、被保険者証の送付、埼

玉県後期高齢者医療広域連合への負担金、医療負担金、健康

診査の受託、後期高齢者医療特別会計への繰出し等を行う。

こども医療費支給事業 19,569
(20,230)

乳幼児、児童及び生徒等に対し、医療費の一部を支給し、

保健の向上と福祉の増進を図る。

廃棄物一般事業 2,436
(2,435)

ごみの減量化とその再資源化を促進するため、有価物回収

を実施する団体に対して助成を行う。

また、地域の環境美化を図るため、岩畳等の清掃、不法投

棄パトロールや自主的に行う清掃活動（ゴミゼロ）を支援す

る。

下水処理事業 222,632
(240,525)

生活排水による河川の水質汚濁防止に努めるため、皆野町

と共同処理する下水道事業の運営費を負担する。

し尿処理事業 61,632
(45,040)

し尿の適正処理を行い、河川の水質汚濁防止に努めるた

め、皆野町と共同処理するし尿処理事業の運営費を負担す

る。

浄化槽市町村整備型事

業
2,493

(1,907)
下水道整備計画区域外の地域において、皆野町と共同処理

する市町村整備型事業の運営費を負担する。

上水道事業 100,012
(89,581)

秩父圏域の上水道の安定供給を図るため、これに必要な運

営経費を負担する。



１０

□健康福祉課 （単位：千円）

事 業 名 事業費 事 業 内 容

民生児童委員活動費補

助事業
2,510

(2,303)
民生委員、児童委員の活動を促進し、地域社会の福祉増進

を図るため助成する。

障害者自立支援給付事

業
126,701

(119,768)
障害者等が能力及び適性に応じ、基本的人権を享有する個

人として尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むこと

ができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付費等の支

払を行う。

障害児入所等給付事業 9,859
(8,091)

障害児福祉の向上のため、日常生活や社会生活を営むこと

ができるよう、必要な障害福祉サービスを受けた費用につい

て給付費等の支払を行う。

障害者自立支援医療事

業
2654

(2,753)
障害者等が自立支援医療を受けたときに要した費用につ

いて、その医療にかかる費用のうち本人負担分を除いた費用

を支払うことで、障害者等の福祉の増進を図る。

地域生活支援事業 7,105
(6,595)

地域の特性や利用者の状況に応じ、障害児（者）が自立し

た日常生活や社会生活を営む上で必要不可欠な支援を行う。

障害者生活支援事業 3,965
(4,284)

在宅の障害者等の福祉の増進を目的として、経済的負担及

び介護者等の精神的負担を軽減するため、在宅重度心身障害

者手当支給事業及び障害児（者）生活サポート事業を行う。

心身障害者等補助事業 1,524
(1,739)

身体障害児（者）、知的障害児（者）及び精神障害者と介

護者の経済的、精神的負担軽減を行う。

社会福祉協議会補助事

業
26,600

(27,000)
社会福祉事業の効率的運営と組織的活動を展開するため、

社会福祉協議会の運営費等を助成する。

シルバー人材センター

補助事業
9,300

(9,500)
高齢者の「生きがい、健康、社会参加」を促進するため就

労機会、社会参加の場を与え、生きがいのある充実した生活

が送れるようシルバー人材センターの運営費を助成する。

世代間交流支援センタ

ー施設運営事業
555

(577)
介護予防、子育て支援、世代間の交流支援を目的に設置し

た世代間交流支援センター「ひのくち館」の運営管理を行う。

在宅福祉事業 2,523
(2,703)

在宅高齢者が安心して生活できるよう、緊急通報システム

の設置や老人クラブへの補助を行い高齢者の経済的、精神的

負担の軽減を図る。

老人福祉施設運営事業 2,783
(2,783)

特別養護老人ホーム「ながとろ苑」の敷地を借上げること

により、（福）長瀞福祉会の円滑な運営を図る。

老人保護措置事業 3,245
(3,179)

保護措置を必要とする老人を養護老人ホームへ入所させ

ることにより、老人福祉の向上を図る。

子どものための教育・

保育給付費事業
202,033

(196,239)
児童福祉法及び子ども子育て支援法に基づき、認定こども

園、保育園への保育の委託を行い施設型給付費を支払う。

民間保育所等補助事業 13,903
(16,125)

乳幼児の子育て環境の改善を図るため、延長保育、一時預

かり、障害児保育等を行う民間保育所、認定こども園へ補助

金を交付する。
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放課後児童クラブ事業 23,512
(23,532)

各小学校区に放課後児童クラブを設置することで、子ども

の放課後における健全育成を図り、働く親の子育てを支援す

る。

子育て支援事業 1,515
(1,542)

子育て支援金を支給し、子育てに係る保護者の負担の軽減

を図る。また、親子のふれあいを増やし、子どもの情緒を育

むため、絵本を支給する。

子どもを守る地域ネッ

トワーク機能強化事業
1,891

(1,958)
虐待のない町を目指し、地域の子ども達を地域で育てる気

運を高めるため、講座等の開催や虐待防止等を周知するた

め、リーフレットの毎戸配布を行う。また、子育てに悩む保

護者等を対象に臨床心理士による専門相談を実施する。

多世代ふれ愛ベース長

瀞運営事業
7,506

(7,128)
「多世代ふれ愛ベース長瀞」の運営管理と、妊娠から出産、

子育てまでの切れ目ない支援を行うための事業を実施する。

児童手当事業 78,799
(90,569)

中学校修了前までの乳幼児、児童、生徒を養育している方

に手当を支給し、次代の社会を担う子ども達の健全な育成及

び福祉の向上を図る。

がん対策事業 5,270
(4,663)

各種がん検診を実施することにより、早期発見、早期治療

を図り、町民の健康増進に寄与する。

後期高齢者保健事業 6,816
(6,886)

フレイル予防を取り入れた「高齢者の保健事業と介護予防

の一体的実施」の事業を継続的に実施することで、健康寿命

の延伸、生きがいづくりにもつなげていく。

母子保健事業 5,469
(5,348)

母親及び乳幼児の健康保持、増進を図るため、各種の健診、

不妊治療や未熟児養育医療等の給付を実施する｡

予防接種事業 12,758
(12,080)

感染の恐れのある疾病の発症及び流行を予防するため、各

種予防接種を実施し、公衆衛生の向上と健康の増進を図る。

予防接種事業（風しん

の追加的対策）
819

(1,508)
風しんの抗体保有率の低い世代を対象に、抗体検査及び予

防接種を無料で受けられるクーポン券を送付する。

ちちぶ医療協議会事業 10,000
(10,000)

救急医療や予防医療等について、ちちぶ定住自立圏の制度

を活用して地域医療の維持・向上を図る。

健康マイレージ事業 373
(391)

歩数計等を使ってウォーキングを楽しみながら進める県

のコバトン健康マイレージ事業に参加し、健康増進を図る｡

介護保険事業 116,331
(107,731)

介護保険特別会計への繰出しを行う。
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□産業観光課 （単位：千円）

事 業 名 事業費 事 業 内 容

農業委員会事業 3,372
(3,512)

農地の効率的な利用を図るため、その利用関係を調整し、

耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図る。

農業振興対策事業 621
(1,051)

地域農業の振興を図るため、農業の施設整備並びに農作物

の種苗費等に対して補助金を交付する。

有害鳥獣対策事業 987
(1,236)

鳥獣被害対策の実践的活動を担うため、北秩父猟友会及び

長瀞狩猟クラブと連携を図り、鳥獣被害の低減を図る。また、

有害鳥獣防護費等に対して補助金を交付する。

緑の村管理事業 5,310
(5,564)

豊かな緑の保全と住民の余暇活動に資するため、緑の村を

含めた宝登山地域周辺の保全管理を行う。

緑の村野外運動施設等

除却事業
54,340
(4,648)

緑の村野外運動施設等の除却を行う。

森林環境整備促進事業 1,292
(222)

森林環境譲与税を財源とし、森林整備（間伐や育林、作業

道整備等）及び木材利用の促進や普及啓発等を行い、森林及

び森林資源の活用促進を図るとともに、県が整備する森林ク

ラウドシステムを導入し、一体的な森林管理を実施する。

森林環境整備基金事業 1,347
(2,419)

森林環境整備促進事業に必要となる金額や残金を積み立

てる。

商工会補助事業 5,000
(5,000)

商工業活動の拠点であり、小規模事業者を指導する商工会

に対して補助金を交付する。

中小企業経営対策利子

補給事業
2,039

(3,078)
中小企業者が、商工業施設の整備拡充、経営改善、その他

商工業の経営に必要な資金を日本政策金融公庫から借り入

れた場合の利子補給を行う。

企業誘致奨励金交付事

業
2,747

(4,166)
新規事業者を対象とした支援及び既存事業者の規模・事業

拡大に対する支援を行う。

インフォメーション事

業
3,900

(3,900)
長瀞観光を楽しんでもらう上で必要不可欠である観光案

内をはじめとしたプロモーションを行い、認知度と満足度を

向上させ誘客を促進する。

花いっぱい推進事業 683
(945)

地域景観を花と緑で美しく保ち、快適な生活空間を演出す

るとともに、訪れる観光客が年間を通して花を楽しめるよ

う、花を活かした美しい観光地づくりを推進する。

観光振興支援事業 7,000
(7,000)

観光振興の中核を担う長瀞町観光協会や伝統ある長瀞船

玉まつりを運営する実行委員会に対して補助金を交付する。

地域おこし協力隊（産

業観光課分）事業
4,700

(2,200)
観光に関する地域おこし協力隊員を受け入れ、地域おこし

の支援を委託する。
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□建設課 （単位：千円）

事 業 名 事業費 事 業 内 容

道路維持管理事業 9,220
(10,166)

町道の安全な通行を確保するため、草刈り、降雪時の除雪

等の維持管理及び危険箇所の維持補修及び修繕を行う。

生活関連道路整備事業 2,928
(2,800)

地域住民が道路等の補修を実施する際に原材料の支給と

未舗装箇所の簡易舗装を行う。

交通安全施設整備事業 1,000
(1,925)

交通の安全を確保する必要がある道路について、ガードレ

ール、カーブミラー、グリーンベルト等の整備を行う。

道路台帳作成事業 6,080
(6,380)

道路改良等で変更のあった路線の道路台帳の修正及び道

路改良区間の境界杭の再現を行う。

道路新設改良事業 38,900
(58,634)

地域住民の生活向上と生活基盤の整備を図るため、未改良

町道の改良を行う。

①岩田６号線 （改良工事） L=47m
②幹線１号線 （歩道整備工事） L=28m
③長瀞 23号線（改良工事） L=90m
④本中 117号線（測量・用地・物件調査） L=313ｍ

危険ブロック塀撤去推

進事業
300

(500)
危険なブロック塀の倒壊による被害を未然に防止するた

め、ブロック塀の撤去費補助金の交付を行う。

道路後退部分整備事業 1,377
(1,781)

接道規定に伴う道路後退用地部分を、町要綱に基づき測量

及び買収等を行う。

河川改修事業 5,200
(15,782)

地域住民の生命・財産を水害などの被害から守るため、水

路整備を行う。

①堂坂沢 （測量・設計） L=50m
②山入沢 （補修工事） L=30m
③八寺沢 （補修工事） L=125m

住宅管理事業 10,540
(10,541)

町営住宅の維持管理を行う。

（新）町営住宅長寿命

化計画策定事業
3,520

(0)
町営住宅の長寿命化に関する基本方針、点検、計画修繕の

実施方針等を定めた町営住宅長寿命化計画の策定を行う。

地区公園等管理事業 2,416
(2,321)

長瀞地区公園、岩田地区公園、井戸地区公園及び蓬莱島公

園の管理を行う。

（新）蓬莱島公園流橋

設置事業
951
(0)

令和元年東日本台風（台風第 19号）で流出した公園内の
橋の復旧を行う。
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□教育委員会 （単位：千円）

事 業 名 事業費 事 業 内 容

英語講師派遣事業 4,816
(4,895)

児童生徒に外国人講師による語学指導を行い、生きた英語

に接する機会を増やすことにより、英語に対する関心を高

め、学習意欲の高揚を図る。

学校施設等改修事業 1,320
(1,381)

学校が児童生徒にとって､安全で快適な場所となるよう、

施設や設備等の改修を行い、教育環境の改善を図る。

・長瀞第一小学校校舎屋上防水改修工事

中学校配置相談員事業 2,478
(2,320)

不登校など児童生徒の心の問題を認識し、児童生徒及び保

護者からの相談に応じると共に、学校・家庭・地域との連携

を図り、健全な育成を推進するため、相談員を配置する。

特別支援教育学校支援

員事業
9,361

(7,948)
通常学級に在籍する発達障害をもつ児童生徒の学習等に

ついてきめ細やかな支援を行うため、支援員を配置する。

児童安全対策事業 1,047
(1,086)

矢那瀬地区から第二小学校へ通学する児童の安全を確保

するため、車両による送迎を行う。

・R３年度 対象児童：５名

中学生・高校生通学費

補助事業
1,200

(1,500)
電車通学をする長瀞中学校生徒の保護者及び、秩父鉄道を

利用する高校生の保護者へ定期券代の一部を補助する。

学校教育検討事業 457
(212)

児童生徒の減少に伴い、当町の望ましい学校教育の実現に

資するため、今後の学校のあり方について、検討委員会で検

討を進める。

就学援助事業 4,900
(4,434)

経済的な理由により、就学が困難と認められる児童生徒の

保護者に対して、学用品購入費や通学費等の援助を行う。ま

た、特別支援学級に就学する児童生徒の保護者の経済的負担

を軽減するため援助を行う。

小中学校入学祝金支給

事業
1,800

(2,060)
小・中学校への入学時における保護者の経済的負担を軽減

するため入学祝い金を支給し、子育て支援に資する。
・小学校 10,000円
・中学校 30,000円

育英奨学資金・入学準

備金貸与事業
1,840

（2,240)
義務教育以外の教育を受ける際、経済的な理由により就学

が困難な者に対して、各貸与事業を行い有用な人材育成に資

する。

第一小施設管理事業 5,061
(5,004)

学校施設や設備の維持管理を適切に行い、安全で快適な教

育環境を維持する。

第二小施設管理事業 3,087
(3,550)

学校施設や設備の維持管理を適切に行い、安全で快適な教

育環境を維持する。

（新）第二小複式学級

学習指導員配置事業
2,311

(0)
児童数の減少に伴い、複式学級が立ち上がることから、教

科指導の支援を行う学習指導員を配置する。

中学校施設管理事業 5,331
(5,430)

学校施設や設備の維持管理を適切に行い、安全で快適な教

育環境を維持する。
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（新）中学校学習指導

要領改訂関連事業
3,585

(0)
令和３年度から中学校で新学習指導要領が実施されるこ

とに伴い、教師用指導書やデジタル教科書の整備を行う。

人権教育推進市町村事

業
451

(493)
人権教育講演会、人権フォーラム等を開催し、人権問題に

対する理解と認識を深める。

公民館管理運営事業 11,242
(11,622)

複合施設としての機能を生かし、より効果的に各種事業を

実施するなど、地域住民の生涯学習意欲や余暇活動のニーズ

に対応できるよう、公民館施設の管理運営を行う。

公民館維持管理事業 2,915
(1,774)

経年劣化で老朽化した施設の修繕を行い、利用者の環境改

善を図る。

旧新井家住宅・郷土資

料館管理事業
3,428

(3,536)
施設の公開を通じて、地域の歴史や文化を広く紹介できる

よう、施設の管理運営を行う。

保健体育総務事業 1,527
(1,559)

町民が気軽にスポーツに参加できるよう、スポーツ団体の

育成や活動支援を行う。

体育施設管理事業 682
(709)

町民が安全かつ快適にスポーツ活動を楽しむことができ

るよう、総合・塚越グラウンドの維持管理を行う。

学校給食施設維持管理

事業
33,680

(34,224)
学校給食の充実を図るため、給食センターの管理運営を行

う。学校給食の食材費について、一部を公費で負担すること

により、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援に資する。

・小学校：4,100円に対し 1,200円を公費負担
・中学校：4,800円に対し 1,500円を公費負担

学校給食施設整備事業 4,118
(8,654)

施設・設備の老朽化に伴い、計画的に調理機器等の修繕、

更新を実施するとともに、設備の入れ替えを行うことで、学

校給食の安定供給を図る。

会計年度任用技能労務

職員等雇用事業
16,910

(15,770)
安心で安全な学校給食を提供するにあたり、迅速な調理及

び配送等の業務を行うため、会計年度任用技能労務職員を雇

用し、安定した学校給食業務を実施する。
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□秩父広域市町村圏組合負担金 （単位：千円）

秩父広域市町村圏組合負担金 225,940
(225,939)

うち

一般管理費 13,745
(12,213)

自立支援審査会費 908
(955)

斎場費 9,630
(11,109)

救急医療施設費 4,395
(4,488)

清掃費 53,315
(50,305)

結核予防費 723
(873)

消防費 138,533
(141,243)

循環器検診費 362
(345)

介護認定審査会費

（介護保険特別会計繰出金に含む）
4,329

(4,408)



４．引き上げ分地方消費税の使途

（歳入）
地方消費税交付金（社会保障財源化分） 61,000 千円

（歳出）
社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 854,816 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国（県）
支出金

町債 その他

引上げ分の
地方消費税
（社会保障
財源化分の
市町村交付

金）

その他

障害者福祉事業 168,705 117,851 0 1 7,135 43,718

高齢者福祉事業 43,982 1,770 0 437 5,862 35,913

児童福祉事業 321,631 240,459 0 9,003 10,126 62,043

小計 534,318 360,080 0 9,441 23,123 141,674

介護保険事業 117,016 6,015 0 0 15,575 95,426

国民健康保険事業 56,615 18,544 0 0 5,342 32,729

後期高齢者医療事業 108,428 17,670 0 0 12,734 78,024

小計 282,059 42,229 0 0 33,651 206,179

健康増進事業 21,661 472 0 6,753 2,026 12,410

予防事業 14,300 271 0 0 1,968 12,061

母子保健事業 2,478 821 0 3 232 1,422

小計 38,439 1,564 0 6,756 4,226 25,893

合計 854,816 403,873 0 16,197 61,000 373,746

※「引上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について」（平成26年1月24日総務省通知）により、
  消費税率の引上げにより増加した地方消費税交付金の充当について、使途を明示したものです。
※事業名「社会保険」の経費については、一般会計予算額です。

引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

財源内訳
特定財源 一般財源

事業名 経費

社会
福祉

社会
保険

保健
衛生
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